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【要旨】 

 PD レジストリが 2009 年より本邦において施行されるようになり、本邦における PD の状況が経年的

に調査されるようになった。しかしながら、医療経済的な面からの調査は現在行われていない。PD の

選択に影響する因子として、医療経済性の調査の必要性が以前から指摘されている。今回は医療経済性

の面から PD の現状調査を行った。 

 今回我々は医療経済性に関する実態を明らかにする目的で、PD の医療経済性の現状と問題点を HD

との診療報酬の比較し、収益性、効率性等の面から検討した。特に 2012 年以後の訪問看護の利用状況、

2014 年の併用療法の勧告が PD 療法に及ぼした影響に関してアンケート調査を行った。 

 

 

A. 研究目的                           

現在世界の PD をリードしているのは PD 発

祥の国である米国やカナダ、そして現在も活

発な報告をしているアジアの香港や中国であ

り、日本からの報告はしばしば過小評価され

る。その大きな理由として、本邦から信頼で

きるデータやコホート研究がほとんど報告さ

れていないことが指摘されている。香港、台

湾ではすべての PD 患者は登録制となってい

る。従ってその登録に基づく多くのデータが

蓄積されている。一方本邦の PD 患者数は約

一万人と決して少なくない。さらに世界に誇

る JSDT 統計調査委員会のデータベースが有

りながら、本邦からの PD に関するエビデン

スは皆無に等しい。逆に統計調査委員会のデ

ータも、PD 患者のデータの不備、さらにメー

カーのデータとの不一致が言われておりその

信頼性自体が疑問視されていた。また 2009

年より「PD ガイドライン」が JSDT より発表

されたが、ガイドライン作成の検討会でも PD

に関するデータの不足が問題となった。また

PD レジストリは一般的な状況に関する調査

は行われているものの、PD 選択に影響する医

療経済的な側面からの調査は行われていない。

医療経済性の現状調査の重要性は指摘されて

いるものの、適切な調査は施行されていない。

今回は、施設の収益性の面から腹膜透析（PD）

現状を明らかにする目的で、アンケート調査

による PD＋HD 併用療法に影響する収益性に

関する調査を計画した。 これまでも、PD の

患者数が増加しない一つの理由として、医療

施設における収益性の悪さが指摘されている。

しかし近年の診療報酬の改定により PD の収

益性は改善している。PD を施行している医師

達の PD の収益性に関する認識、ならびに PD
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を増やす為に医療経済的に必要な施策をアン

ケート調査により検討した。さらに 2014 年

の診療報酬改定において施行された「PD と

HD の併用療法は同一施設で行う」との勧告に

より、併用療法の利便性が大きく損なわれた

可能性がある。 

B. 研究方法                          

現在の診療報酬から外来通院時の HD、PD 患

者、さらに PD+HD の場合においてシュミレ

ーションし比較した。さらに PD、HD 療法の

治療を行っている透析施設（1000 施設）より

無作為に 300 施設を選択し郵送法によりアン

ケート調査を行った。アンケートの内容は

2014 年の診療報酬改定「PD と HD の併用療

法は同一施設で行う」との勧告の影響に関す

る質問を行った（介護保険使用状況、入院患

者の変化、併用療法施行場所の変化等）。 

C. 研究結果                      

PD+HD 併用療法を同一施設で行うことの影

について、アンケートによる全国調査を行っ

た。2014 年の診療報酬改定「PD と HD の併

用療法は同一施設で行う」との勧告による透

析患者への影響は 53/157 施設（33.8%）の施

設で 120/4490 名（2.7%）の患者が影響を受

けたと回答していた。特に２施設では 10 名以

上の患者が影響を受けたと回答していた。影

響を受けた患者のうち、そのまま継続できた

患者は 43/120 名（35.8%）、透析施設を変更

した患者は 55/120 名（45.8%）、PD 単独に変

更した患者８/120 名（6.7%）、さらに HD 単

独に変更した患者 14/120 名（11.7%）であり、

77/120 名（64.2%）が透析方法、あるいは透

析施設の変更を余儀なくされていた。 

D. 考察                            

2012 年の診療報酬改訂は介護保険の適応範

囲を広げることが主体であり、その後はそれ

以前と比べて PD の収益性のメリットは明ら

かに増加していた。以前行った外来収益の検

討はそれを明確に示すものであった（１）。し

かしながら 2014 年に行われた診療報酬改訂

でされた「PD と HD の併用療法は同一施設で

行う」との勧告は、PD 患者にとって大変厳し

い状況をもたらした。PD+HD 併用療法は、適

正透析が達成できず体調不良を訴える PD 患

者にとって極めて大きな福音であった。併用

療法を行うことで、ESA 抵抗性貧血の改善、

体液過剰状態の改善等が容易に得られ PD の

継続が可能となる患者が多数見られた。その

結果現在 PD 療法を行っている患者の約 20%

が PD+HD 併用療法を行っている（２）。今後

の高齢者増加、ADL 不良な患者の増加を考え

れば PD+HD 併用療法は、これからの高齢者

を中心とした透析医療に必須の透析方法の一

つである（３、４）。今回の検討では、PD 療

法を行っている施設の 1/3 の施設で影響を受

けており、120 名（2.7%）の患者が直接の影

響を受けていた。今回の改訂は、決して患者

のメリットになることはなく、総費用として

のメリットが得られるものとは考えにくい。

そのためにも、「PD+HD 併用療法は別施設で

も可能」に早急にもとに戻す必要がある。 

E. 結論                          

PD 療法はその満足度の高さと、自由度の高さ、

さらに患者の QOL 屁の好影響が一番重要な

メリットである。それを少しでも低下させる

こと、それは決して患者自身にとって良い影

響はない。PD 患者を増加させるためにも、併

用療法は別施設でも可能とすべきである。 
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